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６ 陳 情 

第 ２ 号 
 

国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）への資金援助の

継続を日本政府に求める意見書を新宿区議会で採択することに関

する陳情 

 
付 託 委 員 会 

 
総務区民委員会 

 
受理及び付託 

年 月 日 
 

令和６年２月１５日受理、令和６年２月２２日付託 

陳 情 者 
新宿区西早稲田――――――――――――――― 

  ―――――――――――――――――――― 

 

（ 要 旨 ） 

  昨年２０２３年は日本から国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）への資金

援助七十年の記念の年でした。パレスチナ難民からの信頼を得てきたこれまでの歴史を

ふまえ、日本政府はＵＮＲＷＡへの資金援助を継続するべきです。新宿区議会に、意見

書を採択し日本政府へ働きかける事をお願いします。 

 

（ 理 由 ） 

  ＵＮＲＷＡの救済活動は人道支援の柱であり中心です。ＵＮＲＷＡはパレスチナ難民

のための保健、教育、社会サービス、保護、難民キャンプのインフラ整備と環境改善を

担っています。資金援助が途絶えればパレスチナ難民は生きるための水、食料、電気、

医薬品等を得ることも出来なくなります。日本政府は現在（２月１５日時点）このＵＮ

ＲＷＡへの資金援助を一時停止しています。日本政府はＵＮＲＷＡへの資金援助を人道

的な観点からすぐに再開、継続するべきであるためです。 

 

 


